
 

議案第３９号 

 

木津川市人権センター条例の一部改正について 

 

木津川市人権センター条例（平成１９年木津川市条例第１４４号）の一部を別紙の

とおり改正する。 

 

令和８年６月４日提出 

  

木津川市長 谷口 雄一 

 

 

 

 

 

提案理由 

木津人権センター及び木津児童館の複合化に伴い、所要の改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

木津川市条例第   号 

 

木津川市人権センター条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市人権センター条例（平成１９年木津川市条例第１４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） 

第２条 人権センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

木津川市木津人権センター 木津川市木津清水２７番地

４ 

（略） 

別表（第８条関係） 

施設名 利用室名 使用料（１時間につき） 

木津川市木津

人権センター 

フリールーム （略） 

（略） 

会議室 ２００円 

研修室 ２００円 

（略） 

備考 （略） 

（名称及び位置） 

第２条 人権センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

木津川市木津人権センター 木津川市木津清水１０７番

地１ 

（略） 

別表（第８条関係） 

施設名 利用室名 使用料（１時間につき） 

木津川市木津

人権センター 

和室 （略） 

（略） 

大会議室 ４００円 

（略） 

備考 （略） 

 



 

附 則  

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 



 
政策等の形成過程の説明資料 

 

議 案 名 議案第３９号 木津川市人権センター条例の一部改正について 

担 当 課 人権推進課 人権推進係 木津人権センター 

 

提 案 事 項 の 概 要 等 

（必要性、効果等） 

 

 

木津人権センター・木津児童館新築工事が８月末に完成予定であ

り、所在地及び利用室名等について、所要の改正を行うものです。 

提案に至るまでの経緯 

・木津人権センター・木津児童館解体及び新築工事設計業務 

（令和４年８月２日～令和５年８月３１日） 

・木津人権センター解体工事（完了日：令和７年２月１９日） 

・木津人権センター・木津児童館新築工事 

（工期：令和７年６月２６日～令和８年８月３１日予定） 

・木津川市人権センター・児童館合同運営委員会において、令和
４年度より毎年度概要説明を実施 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ☑無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
３ 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづ

くり 

政 策 分 野 ６ 共生 

施 策 
① 人権 

Ⅱ．人権相談・情報発信拠点の充実 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 

☑複数年度（令和７・８年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

人権課題の解決に関する各種事業の規模の拡大に加えて、こども
から大人までが利用し交流することができる教室などの新規事
業の実施により、福祉と人権のまちづくりの拠点施設としての機
能充実を図ります。 
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